
契約セミナー＆法律相談会 

知っておかないと大変！ 
～終活に必要な契約の基礎知識～ 

お葬式 
賢い準備を 
するために 

高齢者向け住宅の 
契約内容は 

介護サービス契約？ 
賃貸住宅契約？ 

都心のお墓事情は 
新規事業が 
目白押し 

冠婚葬祭互助会は 
葬儀費用の 
積立て契約？ 

終の棲家は 
選択肢が多い 

（施設・賃貸・自宅） 

新しい墓地契約 
納骨堂契約は 
未知の契約？ 

２０１５年１０月２７日(火)  
受付開始 13：00 セミナー 13：30～14：45 

東京都消費生活総合センター（飯田橋） 

東京都内在住・在勤・在学の方 

メール seminar10@coj.gr.jp 

日時 

会場 

対象 

第1部 

第2部 

契約セミナー「知っておかないと大変！終活に必要な契約の基礎知識」 

13時30分～14時45分 講師 並木 静香 (消費者機構日本 事務局) 

法律相談会 （契約トラブル関連、事前申込者のみ、5組ごと30分、2回） 

14時50分～15時20分、15時30分～16時   弁護士が個別に対応 

TEL 03-5212-3066 FAX 03-5216-6077 

100名 

セミナー先着 

法律相談 先着 

10名 

参加無料！ 

セミナーでは下記の契約についてわかりやすく解説します。 

東京都と消費者機構日本 の協働事業 協賛：東京消費者団体連絡センター 

申込・問合せ 適格消費者団体 認定NPO法人  消費者機構日本  
消費者被害の未然防止、拡大防止を進める 

ホームページ http://www.coj.gr.jp 

セミナー参加申込は電話・メール・ハガキ・FAXで受付。法律相談会は電話受付のみ。※裏面参照 

ホームページ→ 



         適格消費者団体・認定NPO法人 消費者機構日本 （COJ－コージェイ）          

         ◆TEL ０３－５２１２－３０６６  ◆FAX ０３－５２１６－６０７７  
         ◆メールアドレス   seminar10@coj.gr.jp    

         ◆ 郵送先 〒１０２－００８５ 千代田区六番町１５ プラザエフ６F                                   
 

  
 
 電話・メール・ハガキでのお申込みは、上記の申込先へお名前・連絡先をお知らせください。
ＦＡＸの場合は、下記枠内に必要事項をご記入の上、上記ＦＡＸ番号へ送信ください。 
 

◆お名前     
 
◆連絡先 

        （電話番号・ ＦＡＸ番号 ・メールアドレスのいずれかをご記入ください） 

 
                              消費者契約が対象（事業者の方のご相談は受付できませんのでご了承ください。） 

          ※法律相談会の申込みは電話のみになります。      

セミナー担当までお電話ください。 ⇒TEL ０３－５２１２－３０６６  
                   電話受付 平日 10：00～12：00、13：00～17：00 
 セミナー内容以外の契約トラブルでも相談できます。（但し、セミナー受講は必須です。） 

 短時間（30分）の相談のため、事前にご相談概要をお伺いいたします。  

（フリガナ                   ） 

      東京都消費生活総合センター 教室Ⅰ・Ⅱ  
      セントラルプラザ １７階 （新宿区神楽河岸１－１） 

※エレベータ－には高層階用と低層階用がありま
す。高層階エレベータ－をご利用ください。 

申込先 

セミナー参加申込  

法律相談会申込 

会 場 

【ＪＲの場合】 
総武線 飯田橋駅 
西口   徒歩２分 
 

西口を出て、地図矢印のように
進むとセントラルプラザがあり
ます。高層階用のエレベータで
１７階へお越しください。 
 

【地下鉄の場合】 
東京メトロ 

東西線・有楽町線・南北線
都営地下鉄大江戸線 
飯田橋駅 

Ｂ２ｂ出口  
 

必ずＢ２ｂ出口からお越しくださ
い。セントラルプラザの１階に
つながります。 

mailto:seminar10@coj.gr.jp

